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５月７日（金）香取市農業委員会会長 伊藤 寛は、下記議案審議のため、農業委員会総会を

本庁５階大会議室に招集した。 

 

日程第１  議案第１号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）及

び令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について 

日程第２  議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について 

日程第３  議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に対する意見

について 

日程第４  議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について 

日程第５  議案第５号 農用地利用集積計画の決定について 

日程第６  議案第６号 農用地利用配分計画案に対する意見について 

日程第７  議案第７号 香取市農業振興地域整備計画の変更に関する意見について 

日程第８  報告第１号 農地法第５条の規定による許可申請の取下げについて 

日程第９  報告第２号 農地法第 18条第６項の規定による通知について 

日程第１０ 報告第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の中途解約に係る通知につ

いて 

 

１． 出席委員は 18名で、その氏名は下記のとおり 

    １番  林        浩       ２番  平  川  君  子 

    ３番  石  橋  清  勝       ４番  鈴  木     清 

５番  篠  塚  正  則       ６番  遠  藤     宏 

７番  寺  島  美  幸       ８番  片  野  壽  夫 

９番  海 老 澤     武      １０番  冨  澤  克  彦 

１１番  飯  森     孝      １２番  髙  松  多 可 史 

１３番  鵜  澤  幹  司      １４番  菅  谷  樹  雄 

１５番  林     藤  江      １７番  大  堀     潔 

   １８番  栗  林  利  男      １９番  伊  藤     寛 

１．欠席委員 なし 

 

   事務局職員出席者 
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事務局長 椎  名  正  志    管理班長 石  毛  明  子 

農地班長 滑  川  典  文    主  査  玉  造  浩  之 

主  査  髙  橋  亮 太 郎 
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         開会 午後 ３時１１分 

議  長 それでは、本日の出席委員の確認をいたします。 

本日の出席委員は、18名です。 

したがいまして、委員の過半数が出席しておりますので、本日の総会は成立しております。 

議  長 ただいまから、令和３年度第２回農業委員会総会を開会いたします。 

  これより、会議に入ります。 

  審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議事録署名委員の選任 

議  長 議事録署名委員の選出をいたします。 

議長指名とさせていただきたいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

それでは、９番 海老澤 武委員、10番 冨澤克彦委員を指名いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎議案の提出 

議  長 本日の提出議案について、お諮りいたします。 

  日程第１ 議案第１号 ないし 日程第 10 報告第３号を提案申し上げます。 

これにご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第１ 議案第１号 

議  長 日程第１ 議案第１号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第１号 令和２年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価（案）
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及び令和３年度の目標及びその達成に向けた活動計画（案）について。令和３年５月７日提

出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは、１ページから 11ページです。 

  これは、毎年１回お諮りしている議案です。 

  国からの通知によりまして、「農業委員会は、毎年度、当該年度に行った活動の点検・評価

を行うこと、また、それを踏まえて、次年度の活動計画を作成すること」が決められており

ます。 

  令和２年度の活動につきましては、昨年７月の総会において活動計画が決定されまして、

それに基づいて、種々活動をしてまいりました。 

  その令和２年度の活動の点検・評価の案、これが資料の１ページから８ページまでになり

ます。 

  また、これらを踏まえての令和３年度の活動計画案が、それに続く資料の９ページから 11

ページになります。 

  いずれも国から示されて統一様式・項目に沿った形で記載しております。 

  今後の事務スケジュールとしましては、本日の５月総会で承認・決定を得たのち、これら

についての地域の農業者等から意見や要望を募集するために、速やかに本案を公表します。 

  公表の期間は 30日間であります。公表の方法は、香取市ホームページへの掲載、および事

務局窓口への備付けによります。 

  そして、その間に寄せられた意見・要望について整理をし、30日間の公表の関係上、６月

の農業委員会総会にお諮りをいたします。 

  そこで決定されたものが最終的に令和２年度活動の点検・評価、また令和３年度活動計画

と、このようになります。 

  よろしくご審議をお願いいたします。 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑は、ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第１号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 
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          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第１号は、原案のとおり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第２ 議案第２号 

議  長 日程第２ 議案第２号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第２号 農地法第３条の規定による許可申請について。下記のとおり農

地法第３条の規定による許可申請書の提出があったので、許可について審議を求める。令和

３年５月７日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明いたします。 

  ページは、12ページから 15ページで、整理番号は１番から７番です。 

  整理番号１番は、新規に法人化され農地所有適格法人として農業経営に参入するため、賃

借権の設定をするものです。 

  整理番号２番は、夫婦間で贈与による所有権移転をするものです。 

  整理番号３番は、農地が譲受人の自作地に隣接していることから、売買による所有権移転

をするものです。 

  整理番号４番は、譲受人が農業経営規模拡大のため、売買により所有権移転をするもので

す。 

  整理番号５番は、譲受人が借地していた農地を経営安定化のため、売買のよる所有権移転

をするものです。 

  整理番号６番、７番は、営農型太陽光発電施設設置に係る関連案件です。 

  両案件については、施設所有者・土地所有者・耕作者が３名全部異なっております。 

  その場合、農地法３条のついては、施設所有者は土地所有者から、農地の空中部分利用の

ための区分地上権の許可、耕作者は土地所有者から農地の賃貸借権の３条許可を得る必要が

あります。 

  農地法５条については、施設所有者と土地所有者とが異なるため、支柱部分については、

一時転用許可が必要となります。 

  まず、整理番号６番は、譲受人が営農型太陽光発電施設設置のため、農地の空中のパネル
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部分に区分地上権の設定をするものです。 

  この案件につきましては、５条の一時転用の許可申請も要する案件でありますので、本総

会で３条、５条あわせて提出されています。 

  なお、５条の一時転用の案件につきましては、総会議案 21 ページの議案第４号整理番号

11番でご審議いただきます。 

  次に、整理番号７番は、農地所有適格法人である〇〇〇〇〇〇〇〇が農業経営規模拡大の

ため賃借権の設定をするものですが、整理番号６番のとおり営農型太陽光発電施設設置のた

め、農地の空中のパネル部分に区分地上権の設定がなされるものです。 

  両案件とも一時転用の許可が条件となっておりますので、一時転用の許可と同時に３条の

許可が出ることとなります。 

  以上、７件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第５班 班長 髙松多可史委員。 

１２番髙松委員 第５班事前審査会の報告をします。 

去る、４月 26日、月曜日午後１時 30分より市役所 301会議室において、第５班の事前審

査会を開催しました。 

  提出されました農地法第３条の案件は７件であります。 

  案件については、書類および写真により審査を実施いたしました。 

  それでは、審査結果について報告いたします。 

  議案第２号のうち、整理番号６番以外の案件については、農地法第３条第２項規定の不許

可の項目に該当せず、全部効率利用要件、農作業常時従事要件、下限面積要件、地域との調

和要件を満たしており、権利取得後も適切な管理が行われるものと考えます。 

  次に、整理番号６番については、「農地法第３条第２項ただし書」に定められている、「申

請農地の営農に、支障はないか」・「申請農地の周辺の農地の営農に支障はないか」・「申請農

地の耕作者からの同意はあるか」を調査したところ、いずれも満たしているものと思われま

す。 

  したがって、許可が妥当であるとの結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員より説明お願いいたします。 

議  長 次に、担当委員の意見を伺います。 
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  整理番号１番について、１番 林 浩委員。 

１番林委員 整理番号１番について、𠮷野推進委員と現地調査等を行った結果を説明いたしま

す。 

  この申請は、譲受人が農地所有適格法人として、農業経営に参入するため、賃借権の設定

を行うものであります。 

  当該法人は、〇〇〇〇〇・〇〇の作付を計画しており、５年後の経営面積は 11,800㎡を目

標としております。 

  農業経営の実施計画書も適正であり、良好な維持管理が行われると思われることから、取

得要件を満たしており許可が妥当と判断をいたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号２番について、５番 篠塚正則委員。 

５番篠塚委員 整理番号２番について、本宮推進委員と現地調査等を行った結果を説明いたし

ます。 

  この申請は、譲渡人が高齢で体調不良のため、同居の親族で従前から農地の管理をしてい

る譲受人と贈与による所有権移転の協議が整ったものです。 

  したがって、今後も適正な農地の維持管理が行われると思われることから、取得要件を満

たしており、許可が妥当と判断いたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号３番について、９番 海老澤 武委員。 

９番海老澤委員 整理番号３番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  この申請は、譲受人が自作地に隣接している農地を取得し耕作したい意向があり、譲渡人

と売買による所有権移転の協議が整ったものです。   

  申請地は、自作地と一体化により農地利用の向上が図られることから、所有権移転後も農

地の良好な維持管理が行われると思われます。 

  したがって、取得要件を満たしており、許可が妥当と判断をいたします。  

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号４番について、12番髙松多可史委員。 

１２番髙松委員 整理番号４番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  山田推進委員には電話連絡しております。 

  この申請は、譲受人が農業経営の規模拡大のため、売買にて譲り受けるものです。 
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  申請地は、譲受人の自宅から近く、耕作利便なため売買による所有権移転の協議が整った

ものです。 

  このことから、所有権移転後も農地の良好な維持管理が行われると思われます。 

  したがって、取得要件を満たしており許可が妥当と判断をいたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号５番について、13番 鵜澤幹司委員。 

１３番鵜澤委員 整理番号５番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  なお、齋藤推進委員には電話にて連絡してございます。 

  この申請は、譲受人が借地として耕作している農地を取得したい意向があり、譲渡人と売

買による所有権移転の協議が整ったものであります。 

  申請地は、譲受人の自作地から近く、〇〇〇〇〇の栽培を計画しており、通作に支障がな

いことから、所有権移転後も農地の良好な維持管理が行われると思います。 

  したがって、取得要件を満たしており許可が妥当と判断をいたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号６番、７番の２件について、14番 菅谷樹雄委員。 

１４番菅谷委員 整理番号６番について、宇井推進委員と現地調査等を行った結果を説明いた

します。 

  本申請は、議案第２号整理番号７番および、議案第４号整理番号 11番の営農型太陽光発電

施設の申請に、関連するものです。 

  営農については、関連会社の農地所有適格法人である、〇〇〇〇〇〇〇〇が行い、譲受人

が農地の空中のパネル部分に、区分地上権を設定して営農型太陽光発電を行うものです。 

  したがって、特に問題がないと思われますが、議案第４号整理番号 11番に関連しているこ

とから、本総会において、議案第４号整理番号 11番が許可相当の意見を附して進達すること

に決定された場合には、先ほど事務局からの説明があったとおりになります。 

  本案件の区分地上権の許可につきましては、農地法第５条の一時転用の許可が条件となり

ますので、千葉県知事の処分と同様の処分にあわせることが望ましいと思われます。 

  また、農地法第５条の一時転用の許可と同時に、農地法第３条の許可をすることが妥当と

判断いたします。 

  続きまして、整理番号７番の説明をいたします。 

  先の整理番号６番同様、宇井推進委員と現地調査等を行った結果を説明いたします。 
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  この申請は、譲受人が農地所有適格法人として、農業経営の規模拡大および経営形態の多

様化を図るため、賃借権の設定を行うものであります。 

  申請地では、営農型の太陽光発電施設を計画しており、〇〇〇〇を作付する予定です。 

  なお、〇〇〇〇については、太陽光発電施設の設置はせず、耕作のみの貸借となります。 

  譲受人は、主に〇〇〇で営農しており、農地の維持管理については支障ないと思われます

が、申請地は太陽光発電設備について、農地法第５条の一時転用許可申請が議案第４号整理

番号 11番において、今回同時に上程されております。本総会において、議案第４号整理番号

11番が許可相当との意見を附して進達することに決定された場合には、先ほど事務局から説

明があったとおりになります。 

  本案件は、先の整理番号６番同様、賃借権の許可につきましては、農地法第５条の一時転

用の許可が条件となりますので、千葉県知事の処分と同様の処分に、あわせることが望まし

いと思われます。また、農地法第５条の一時転用の許可と同時に農地法第３条の許可をする

ことが妥当と判断いたします。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 これより質疑に入ります。 

  質疑は、ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第２号については、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第２号については、原案のとおり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第３ 議案第３号 

議  長 日程第３ 議案第３号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第３号 農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請に対する

意見について。下記のとおり、農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請書の提
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出があったので、県への通知に係る意見について審議を求める。令和３年５月７日提出、香

取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは、１６ページから１７ページで、整理番号は１番から３番です。 

  整理番号１番および２番については、〇〇〇〇事業の期間延長に伴う、〇〇搬出入路用地

の一時転用期間延長の申請です。 

  整理番号３番については、宅地分譲地内に新たに進入路を設けるものです。 

  以上、３件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第５班 班長 髙松多可史委員。 

１２番髙松委員 事前審査会の審査結果について、報告をいたします。 

  提出されました農地法第５条 計画変更承認申請の案件は、３件です。 

  書類等で審査した結果、申請の用途に供することの確実性については問題ないとの意見で

した。 

したがって、議案第３号については、農地法第５条 計画変更承認申請の要件を満たして

いるものと考えられ、承認相当の意見進達が妥当であるとの結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員より説明願います。 

議  長 次に、担当委員の意見を伺います。 

  整理番号１番、２番の２件について、４番 鈴木 清委員。 

４番鈴木委員 整理番号１番と２番につきましては、関連案件ですので、一括して現地調査等

を行った結果を説明します。 

  鈴木健夫推進委員には電話で連絡しております。   

  場所は、〇〇〇〇〇〇線から〇〇〇〇前を通りまして、〇〇〇〇〇〇〇〇〇の隣りに入口

がありますその通路の件ですけれども。 

本件は譲受人は〇〇〇〇〇〇に本店のある〇〇〇〇業などを営む法人ですが、申請地にお

いて、令和３年６月 30日まで〇〇搬出路用地としての一時転用許可を受けているところ、〇

〇〇〇〇〇の延長により、一時転用期間を１年間延長するものです。 

なお、そのほか、事業内容に変更はなく、周辺の営農に支障もないため、特に問題はない

ものと判断します。 



                                      -   - 12 

以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号３番について、11番 飯森 孝委員。 

１１番飯森委員 整理番号３番について、髙木推進委員と現地調査等を行った結果を説明しま

す。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇の下の信号を〇〇〇方面へ〇〇〇ｍ位行った所を左折し、そこから〇

〇ｍ位先行った所の右側になります。 

  本件は、申請地は平成 31年１月に、所有権の移転による宅地分譲用地への転用許可を受け

ていますが、当初、宅地分譲用地への進入路として予定していた法定外道路に想定外の工事

費用が発生することが判明したため、使用をすることを断念し、申請地内に市道と接続する

進入路を新たに設ける変更をするものです。 

  なお、そのほかは、当初許可を受けた分譲区画数なども変更はなく、周辺の営農に支障も

ないため、特に問題はないものと判断しました。  

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑は、ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第３号については、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第３号については、承認相当との意見を附して進達することに決定いたしま

す。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第４ 議案第４号 

議  長 日程第４ 議案第４号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第４号 農地法第５条の規定による許可申請に対する意見について。下

記のとおり、農地法第５条の規定による許可申請書の提出があったので、県への通知に係る
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意見について審議を求める。令和３年５月７日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案の概要を説明します。 

  ページは、18ページから 21ページで、整理番号は１番から 12番です。 

  整理番号１番、転用目的は専用住宅用地です。権利の内容は、所有権移転です。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地と考えられるため、

第２種農地に推定されます。 

  整理番号２番、転用目的は専用住宅用地です。権利の内容は、使用貸借権設定です。 

  申請地の農地区分は、第１種農地、不許可例外事由Ｉに推定されます。 

  整理番号３番、転用目的は貸専用住宅用地です。権利の内容は、所有権移転です。 

  申請地の農地区分は、第１種農地、不許可例外事由Ｉに推定されます。 

  整理番号４番、６番、転用目的は太陽光発電施設用地で、権利の内容は、４番は地上権設

定、６番は所有権移転です。 

  申請地の農地区分は、農業公共投資の対象となっていない小集団の農地と考えられるため、

第２種農地に推定されます。 

  整理番号５番、12番、転用目的は駐車場用地で、権利の内容は、所有権移転です。 

  申請地の農地区分は、５番は農業公共投資の対象となっていない小集団の農地と考えられ

るため、第２種農地。12番は第１種農地、不許可例外事由Ｉに推定されます。 

  整理番号７番、８番、９番、転用目的は宅地分譲用地、権利の内容は、所有権移転です。 

  申請地の農地区分は、７番、８番は、都市計画用途地域の第一種中高層住居地域、９番は

第一種住居地域のため、第３種農地です。 

  整理番号 10番、転用目的は専用住宅用地です。権利の内容は所有権移転です。 

  申請地の農地区分は、第１種農地、不許可例外事由Ｉに推定されます。 

  整理番号 11番は、総会議案 14ページの農地法第３条、議案第２号整理番号６番でご審議

いただきました案件の関連です。 

  転用目的は、営農型太陽光発電施設用地で、権利の内容は賃借権設定で、一時転用です。

一時転用許可対象面積については、太陽光発電施設の柱の設置部分のみが対象となります。 

  申請地の農地区分は、第１種農地、不許可例外事由Ｄに推定されます。 

  以上、12件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 
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  第５班 班長 髙松多可史委員。 

１２番髙松委員 事前審査会の審査結果について、報告をいたします。 

  提出されました農地法第５条の案件は、12件であります。 

  書類等で審査した結果、農地法第５条許可申請の要件を満たしているものと考えられ、申

請の用途に供することの確実性についても問題なく、許可相当の意見進達が妥当であるとの

結論に達しました。 

  詳細につきましては、担当農業委員より説明願います。 

議  長 次に、担当委員の意見を伺います。 

  整理番号１番、２番の２件について、５番 篠塚正則委員。 

５番篠塚委員 整理番号１番について、本宮推進委員と現地調査等を行った結果を説明します。 

場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇から説明しますと、〇〇〇〇の方に向かってもらって〇〇ｍ位

行った所を右折しまして、そこが〇〇〇〇〇となっております。そこから〇〇〇ｍ位入った所

をまた右に曲がって上がって、それから左に曲がって少し行った右側の道路沿いです。 

本件は、譲受人は現在、家族と〇〇〇〇で暮らしていますが、手狭となっているため申請

地に専用住宅を建築するものです。 

申請地では、埋立て等は行いません。 

排水は、雨水は敷地内に雨水桝を設け浸透処理とし、汚水・雑排水は合併浄化槽で処理後、

道路側溝へ放流します。 

また、隣接する農地との境界には、既に擁壁が設置されており、土砂等の流出は防止され

ます。 

なお、申請地は土地改良区のなどの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の

確実性があり、周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題ないものと判断しま

した。 

以上、調査報告を終わります。 

続きまして、整理番号２番について、本宮推進委員と現地調査等を行った結果を説明しま

す。 

場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇から〇〇方面に向かいまして、〇〇〇ｍ行くと〇〇〇を上に

〇〇〇走って、そこを渡ります。〇〇〇〇〇〇の所を左に曲がりまして、少し行ったら〇〇

〇の〇〇〇〇をくぐります。そして、それから少し行ったら突き当たりますので右に行って

〇〇〇〇〇〇〇〇の所を左に曲がって〇〇ｍ行った所です。 
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本件は、譲受人は現在、家族と賃貸住宅で暮らしていますが、手狭となっているため、申

請地に専用住宅を建築するものです。 

申請地では、埋立て等は行いません。 

排水は、雨水は、敷地内に雨水桝を設け浸透処理とし、汚水・雑排水は合併浄化槽で処理

後、道路側溝へ放流します。 

また、隣接する農地との境界には、コンクリートブロックを設けることで土砂等の流出を

防止します。 

  なお、申請地は、土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の

確実性があり周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題ないものと判断します。 

以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号３番、４番の２件について、６番 遠藤 宏委員。 

６番遠藤委員 整理番号３番について、現地調査等を行った結果を説明します。 

  熱田推進委員には、電話で連絡しました。 

  場所は、〇〇〇〇線を〇〇方面に向かい〇〇〇の信号を右折してもらいまして、〇〇〇〇

〇〇〇〇〇があります。そこから、〇方面へ約〇ｋｍ行った右側が〇〇〇〇〇〇線の通りの

左側です。 

  本件は、譲受人は〇〇に本店のある〇〇〇〇を営む法人ですが、周辺の住環境が整い居住

の需要が見込める申請地に、賃貸用の専用住宅を２棟を建築するものです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水は敷地内で自然浸透処理し、汚水・雑排水は合併浄化槽で処理後、同意を受

けた側溝へ放流します。 

  また、隣接する農地とは高低差がないため、土砂等の流出の恐れはありません。 

  なお、申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇より転用同意を受けており、資金計画も妥当であ

るため、転用の確実性があり周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題はない

ものと判断しました。 

  続きまして、整理番号４番について、現地調査等を行った結果を説明します。 

  熱田推進委員には電話で連絡しました。 

  場所は、今言った〇〇左側がそのまま約〇ｋｍ弱行ったやはり左側にあります。 

  本件は、譲受人は〇〇〇に本店のある〇〇〇〇〇〇〇などを営む法人ですが、小規模な農

地のまとまりである申請地を有効活用し、安定収入を得るため太陽光発電施設を設置するも
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のです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水のみで敷地内にて自然浸透処理となります。 

  また、隣接する農地とは高低差がないため、土砂等の流出の恐れはありません。 

  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の確

実性があり、周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題はないと判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号５番について、８番 片野壽夫委員。 

８番片野委員 整理番号５番について、五喜田推進委員と現地調査等を行った結果を説明いた

します。 

  場所ですが、〇〇〇〇〇線を〇〇方面に〇〇ｋｍほど行きますと、右手に〇〇〇〇〇があ

るんですが、その先を斜め右に入って〇〇〇ｍほど行った左手になります。 

  本件は、譲受人は〇〇に本店のある〇〇〇〇〇〇〇〇などを営む法人ですが、〇〇〇〇〇

〇の増加に伴い、駐車場が不足しているため、既存店舗の隣接地である申請地を駐車場とす

るものです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水のみで敷地内にて自然浸透処理となります。 

  また、隣接する農地はありません。 

  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の確

実性があり、周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題はないものと判断しま

した。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号６番について、10番 冨澤克彦委員。 

１０番冨澤委員 整理番号６番について、麻生推進委員と現地調査等を行った結果を説明しま

す。 

  場所は、〇〇〇〇〇線を〇〇方面に行って〇〇の信号を右折し〇〇〇ｍ位行った右側にあ

ります。  

  本件は、譲受人は〇〇〇に本店のある〇〇〇〇〇〇〇などを営む法人ですが、小規模な農

地のまとまりである申請地を有効活用し、安定収入を得るため太陽光発電施設を設置するも

のです。 
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  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水のみで敷地内にて自然浸透処理となります。 

  また、隣接する農地との境界には、フェンスを設けることで土砂等の流出を防止します。 

  なお、申請地は、土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の

確実性があり、周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題はないものと判断し

ました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号７番、８番、９番の３件について、11番 飯森 孝委員。 

１１番飯森委員 整理番号７番と８番につきましては、関連案件ですので、一括して説明しま

す。 

  なお、髙木推進委員と現地調査等を行った結果を説明します。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇より北の方に約〇ｋｍ行きますと、〇〇〇〇があります。そ

の〇〇〇〇の手前を右折し、〇〇〇ｍ位行った先の左側になります。 

  本件は、譲受人は〇〇に本店のある〇〇〇〇などを営む法人ですが、周辺の住環境が整い、

住宅地としての需要が見込める申請地を宅地分譲用地とするものです。 

  申請地では、接地する道路と同じ高さまで盛り土を行います。 

  排水は、雨水は同意を受けた水路へ放流し、汚水・雑排水は公共下水道へ放流します。 

  また、隣接する農地との境界にはＬ型擁壁を設けることで、土砂等の流出を防止します。 

  なお、申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇より転用同意を受けており、資金計画も妥

当であるため、転用の確実性があり周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題

はないものと判断しました。 

  続きまして、整理番号９番について、髙木推進委員と現地調査等を行った結果を説明しま

す。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇より〇ｋｍ位北へ行き、そうしますと信号がありますが、そ

の信号を越えて〇〇ｍ位行った所を左折し、〇〇ｍ位行った右側になります。 

  本件は、譲受人は〇〇に本店のある〇〇〇〇などを営む法人ですが、周辺の住環境が整い、

住宅地としての需要が見込める申請地を宅地分譲用地にするものです。 

  申請地では、以前に盛り土がなされており、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水は敷地内浸透とし、オーバーフロー分は市道側溝へ放流します。汚水・雑排

水は公共下水道へ放流します。 
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  また、隣接する農地とは高低差がないため、土砂等の流出の恐れはありません。 

  なお、申請地は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇より転用同意を受けており、資金計画も妥

当であるため、転用の確実性があり周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題

はないものと判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号 10番、11番の２件について、14番 菅谷樹雄委員。 

１４番菅谷委員 整理番号 10番について、宇井推進委員と現地調査等を行った結果を説明しま

す。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇前から〇〇方面に向かい〇〇〇信号のすぐ手前を右折し、〇ｍほど

行った左側です。 

  本件は、譲受人は現在、家族と実家で暮らしていますが、実家を〇が継ぎ、また今後〇〇

〇〇と同居するため、申請地に専用住宅を建築するものです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水は敷地内に雨水桝を設け浸透処理とし、汚水・雑排水は合併浄化槽で処理後、

敷地内で浸透処理となります。 

  また、隣接する農地とは高低差がないため、土砂等の流出の恐れはありません。 

  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の確

実性があり、周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題はないものと判断しま

した。 

  以上、調査報告を終わります。 

  続きまして、整理番号 11番について、宇井推進委員と現地調査等を行った結果を説明しま

す。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇から〇道を〇〇〇方面に向かい〇〇ｍほど行った右側

です。 

  本件は、譲受人は〇〇〇に本店のある〇〇〇〇〇〇〇などを営む法人ですが、関連会社の

農地所有適格法人が申請地で営農を継続しながら、賃借権の設定により申請地の一部で一時

的に支柱を立て、上部空間に太陽光発電設備を設置し、営農と発電を両立させるものです。 

  また、支柱に設置される太陽光パネルは、地上高が２ｍ以上確保され、配置も周辺農地の

耕作に支障がないと考えられます。 

  なお、下部農地における営農計画および資金計画も妥当であり、特に問題はないものと判
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断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号 12番については、私の案件でありますので、議事進行の都合上、事務局よ

り意見書の代読をお願いします。 

事務局 代読させていただきます。 

  整理番号 12番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇坂を上りきった所の〇〇〇から、北に直

線で約〇〇ｍに位置します。 

  本件は、譲受人は〇〇で〇〇〇〇〇〇〇〇などを営んでおりますが、〇〇〇〇〇〇増加に

伴い駐車場が不足しているため、既存事業所の隣接地である申請地を駐車場とするものです。 

  申請地では、埋立て等は行いません。 

  排水は、雨水のみで敷地内にて自然浸透処理となります。 

  また、隣接する農地とは高低差がないため、土砂等の流出の恐れはありません。 

  なお、申請地は土地改良区などの受益地ではなく、資金計画も妥当であるため、転用の確

実性があり、周辺農地への営農に支障を生じる恐れもなく、特に問題はないものと判断しま

した。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑は、ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第４号は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第４号は、承認相当との意見を附して進達することに決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第５ 議案第５号 

議  長 日程第５ 議案第５号を議題といたします。 
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  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第５号 農用地利用集積計画の決定について。下記のとおり農業経営基

盤強化促進法第 18条第１項の規定による農用地利用集積計画の決定について審議を求める。

令和３年５月７日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案については、ページは 22ページから 52ページで、整理番号は１番から 79番です。 

  議案内容の概要については、付属資料のとおりです。 

  以上 79件については、農業経営基盤強化促進法第 18条第３項の各要件を満たしていると

考えます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 議案第５号については、農業委員会等に関する法律第 31条の規定に基づく議事参与

の制限に係る事案がありますので、当該事案を分離して審議いたします。 

  まず、議案第５号 整理番号 18番について、審議いたします。 

  審議が終了するまでの間、〇〇番 〇〇〇委員の退場を求めます。 

          （〇〇番 〇〇〇委員 退場） 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑は、ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第５号 整理番号 18番は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第５号 整理番号 18番について、原案のとおり決定いたします。 

  〇番 〇〇〇委員の入場を許可します。 

          （〇〇番 〇〇〇委員 入場・着席） 

議  長 次に、ただいま分離して審議した議案第５号 整理番号18番を除く78件について、

審議いたします。 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑は、ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 
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議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  ただいま分離して審議した議案第５号 整理番号 18番を除く 78件について、原案のとお

り決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま分離して審議した議案第５号 整理番号 18番を除く 78件については、

原案のとおり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第６ 議案第６号 

議  長 日程第６ 議案第６号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第６号 農用地利用配分計画案に対する意見について。下記のとおり農

地中間管理事業の推進に関する法律第 19 条第３項の規定による農用地利用配分計画案に対

する意見を求める。令和３年５月７日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  議案については、ページは 53ページから 70ページで、整理番号は１番から 33番です。 

  議案内容の概要については、付属資料のとおりです。 

以上、33 件については、農地中間管理事業の推進に関する法律第 18 条第４項の各要件を

満たしていると考えます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 議案第６号については、農業委員会等に関する法律第 31条の規定に基づく議事参与

の制限に係る事案がありますので、当該事案を分離して審議いたします。 

  まず、議案第６号 整理番号 29番について、審議いたします。 

  審議が終了するまでの間、〇〇番 〇〇〇〇委員の退場を求めます。 

          （〇〇番 〇〇〇〇委員 退場） 

議  長 これより、質疑に入ります。 

  質疑は、ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 
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  次に、採決いたします。 

  議案第６号 整理番号 29番については、原案のとおり決定することに、ご異議ありません

か。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第６号 整理番号 29番について、原案のとおり決定いたします。 

  〇〇番 〇〇〇〇委員の入場を許可します。 

          （〇〇番 〇〇〇〇委員 入場・着席） 

議  長 次に、ただいま分離して審議した議案第６号 整理番号29番を除く32件について、

審議いたします。 

 これより、質疑に入ります。 

  質疑は、ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  ただいま分離して審議した議案第６号 整理番号 29番を除く 32件について、原案のとお

り決定することに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、ただいま分離して審議した議案第６号 整理番号 29番を除く 32件については、

原案のとおり決定いたします。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第７ 議案第７号 

議  長 日程第７ 議案第７号を議題といたします。 

  事務局より、議案の朗読と説明をお願いいたします。 

事務局農地班長 議案第７号 香取市農業振興地域整備計画の変更に関する意見について。農

業振興地域の整備に関する法律施行規則第３条の２第２項において準用する同条第１項の規

定による意見について審議を求める。令和３年５月７日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 

寛。 
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  議案の概要を説明します。 

  ページは、71 ページから 73 ページで、整理番号は１番から６番で、農振農用地区域から

の除外申請であります。 

  事業計画は、整理番号１番、３番は専用住宅用地。 

  整理番号２番は、駐車場用地。 

  整理番号４番は、専用住宅および進入路用地。 

  整理番号５番は、資材置場用地です。 

  これらの申請地の農地区分は、第１種農地、不許可例外事由Ｉに推定されます。 

  整理番号６番は、事業計画は太陽光発電施設設置に係る調整池用地です。 

  申請地の農地区分は、第１種農地に推定されます。 

  以上、６件でございます。 

  ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

議  長 次に、事前審査会の報告をお願いします。 

  第５班 班長 髙松多可史委員。 

１２番髙松委員 事前審査会の審査結果について、報告をいたします。 

  香取市農業振興地域整備計画の変更に関する案件は、６件であります。 

  整理番号１番から６番までの６件について、写真および書類等で審査した結果、整理番号

１番から５番の５件については、転用が可能な第１種農地、例外規定に該当すると考えられ

たことから、問題ないとの意見でした。 

  整理番号６番については、森林部分を含めた事業計画ではあるものの、申請地は、第１種

農地の最上流にあたり、さらに申請地から先には広大な農地が続いているため、農業振興地

域整備計画の変更に関しては、懸念があるとの意見がありました。 

  また、他法令の許認可、その他、必要な協議等の調整については、確認できなかったため、

事業の実現性が判断できませんでした。 

  よって、香取市農政課へ整理番号１番から５番の５件については、「意見なし」、整理番号

６番については、農業振興地域整備計画の達成に「支障あり」と、回答するとの結論に達し

ました。詳細につきましては、担当農業委員より説明願います。 

議  長 次に担当委員の意見を伺います。 

  整理番号１番について、１番 林 浩委員。 

１番林委員 整理番号１番について、現地調査等を行った結果を説明します。 
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  場所は、〇〇〇から北へ〇ｍほど入った所です。 

  本件は、事業計画者は、現在、家族と実家で暮らしていますが、手狭となっているため、

申請地に専用住宅を建築する計画です。 

  なお、隣接農地所有者より転用同意も受けており、農業振興地域整備計画の除外について

は、立地および内容とも、特に問題はないものと判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号２番について、２番 平川君子委員。 

２番平川委員 整理番号２番について、現地調査等を行った結果を説明します。 

  伊東推進委員には電話にて連絡してあります。 

  場所は、〇〇〇〇線を〇〇方面に向かい、〇〇〇〇〇〇の先の信号を左に入り、〇ｋｍ位

行った所の左側です。 

  本件は、事業計画者は、〇〇に本店のある〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇などを営む法人ですが、

業務拡大による〇〇〇〇〇〇〇〇増〇により駐車場が不足し、また、今後も増〇する計画が

あることから、申請地に駐車場を設置する計画です。 

  なお、隣接農地所有者より転用同意も受けており、農業振興地域整備計画の除外について

は、立地および内容とも、特に問題はないものと判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号３番について、５番 篠塚正則委員。 

５番篠塚委員 整理番号３番について、芹川推進委員と現地調査等を行った結果を説明します。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇から〇〇の方から行きましたら右に曲がって〇〇ｍ位行ったら右側

にちょっと高台に〇〇がございます。〇〇の所を右に曲がって〇〇ｍ位行ったら〇〇〇にぶ

つかりまして、そこをまた右に行って〇〇ｍ位行った〇〇〇の側の所です。 

  本件は、事業計画者は現在家族と〇〇〇〇で暮らしていますが、実家の〇〇、〇〇〇の介

護や子育てを考え、申請地に専用住宅を建築する計画です。 

  なお、隣接農地所有者より転用同意も受けており、農業振興地域整備計画の除外について

は、立地および内容とも、特に問題はないものと判断しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号４番について、７番 寺島美幸委員。 

７番寺島委員 整理番号４番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  飛ヶ谷推進委員には連絡をしてあります。 
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  場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇線を〇〇方面へ向かい〇〇〇〇〇〇を過ぎ〇〇〇の信号を右折

し、直進しますと左側に〇〇〇〇〇〇があり、その手前を右折〇〇ｍほど先を右折、〇ｍ先を

右折し、〇〇ｍほど先行った所の左側になります。 

  本件は、事業計画者は、現在、家族と実家で暮らしていますが、手狭となっているため、

申請地に専用住宅の建築とその進入路を設置する計画です。 

  なお、隣接農地所有者は、譲渡人であり、農業振興地域整備計画の除外については、立地

および内容とも、特に問題はないものと判断いたしました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 整理番号５番について、14番 菅谷樹雄委員。 

１４番菅谷委員 整理番号５番について、宇井推進委員と現地調査等を行った結果を説明しま

す。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇から〇〇を南に向かうとすぐ坂道になり頂上付近を右折し〇〇

ｍほど行った左側です。 

  本件は、事業計画者は、〇〇に本店のある〇〇〇などを営む法人ですが、業務拡大により

資材置場が不足しているため、申請地に資材置場を設置する計画です。 

  なお、隣接農地所有者より転用同意も受けており、農業振興地域整備計画の除外について

は、立地および内容とも特に問題ないものと判断しました。 

  ただし、認識不足との理由で一部資材が既に置かれており始末書の添付がありました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 次に、整理番号６番については、私の案件でありますので、議事進行の都合上、事

務局より意見書の代読をお願いいたします。 

事務局 代読させていただきます。 

  整理番号６番について、現地調査等を行った結果を説明いたします。 

  場所は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇線と〇〇〇〇〇〇線が交差する〇〇〇の交差点より〇〇〇

方面へ約〇〇ｍ進行した所、右側の比較的急勾配を約〇〇ｍ先に位置いたします。 

  本件は、事業計画者は、〇〇〇〇に本店のある〇〇〇〇〇〇〇などを営む法人と同事業を

営む他２社ですが、山林に太陽光発電施設の設置を計画しており、その付帯施設として、隣

接する申請地に防災調整池を設置する計画です。 

  なお、本件は、先ほど髙松班長よりご説明があったとおり、申請地より続く農地への影響、

また森林法などの他法令の協議などの確認ができないため、太陽光事業の実現可能性につい
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て不明であることなどから、農業振興地域整備計画の変更については、支障ありと判断いた

しました。 

  以上、調査報告を終わります。 

議  長 報告ありがとうございました。 

  なお、整理番号６番案件については、支障ありとの報告がありましたので、そこで整理い

たします。 

  まず整理番号６番案件以外の５件について、質疑ありませんか。 

          （「なし」の声あり） 

議  長 質疑なしと認めます。 

  次に、採決いたします。 

  議案第７号 整理番号６番案件以外の５件についての意見は、支障なしとすることに、ご

異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号 整理番号６番以外の５件については、農業振興地域整備計画の達成

に支障なしとすることと決定いたします。 

  次に、整理番号６番案件について、質疑ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  それでは、採決に入りますが、第１種農地の最上流にあたり、申請地から先は、広大な農

地が続いている。また、他法令の許認可、その他、必要な協議等の調整について、確認がで

きなかったことから、事業の実現性が判断できなかったとのことから、整理番号６番案件に

ついての意見は、支障ありとすることに、ご異議ありませんか。 

          （「異議なし」の声あり） 

議  長 異議なしと認めます。 

  よって、議案第７号 整理番号６番については、農業振興地域整備計画の達成に支障あり

とすることと決定いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎日程第８ 報告第１号 

議  長 これより報告事項に入ります。 
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  事務局から説明を求めます。 

事務局農地班長 報告第１号 農地法第５条規定による許可申請の取下げについて。下記のと

おり、農地法第５条規定による許可申請について、取下げの届出があったので報告する。令

和３年５月７日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。  

  届出は１件です。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第９ 報告第２号 

事務局農地班長 報告第２号 農地法第 18条第６項の規定による通知について。下記のとおり

農地法第 18条第６項および農地法施行規則第 68条の規定による解約等の通知があったので

報告する。令和３年５月７日提出、香取市農業委員会会長 伊藤 寛。 

  通知は２件です。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

   ◎日程第１０ 報告第３号 

事務局農地班長 報告第３号 農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の中途解約に係る通知

について。下記のとおり農地法第 18条第６項および農地法施行規則第 68条の規定による農

用地利用集積計画（中途解約）の通知があったので報告する。令和３年５月７提出、香取市

農業委員会会長 伊藤 寛。 

通知は 63件です。 

 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

   ◎閉  会 

議  長 以上、上程いたしました議案はすべて審議が終了いたしました。慎重なる審議に対

しまして、厚くお礼申し上げます。 

本日の総会は、これをもって閉会といたします。誠にありがとうございました。 

            閉会 午後 ４時３６分  
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